
９０８ 

 

建築士法（抄） 
 

昭和２５年 ５月２４日法律第２０２号    

平成２９年 ５月３１日法律第４１号改正まで 

 

（目  的） 

第 １ 条 この法律は、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をは

かり、もつて建築物の質の向上に寄与させることを目的とする。 

（定  義） 

第 ２ 条 この法律で「建築士」とは、一級建築士、二級建築士及び木造建築士をいう。 

２ この法律で「一級建築士」とは、国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、建築物

に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。 

３ この法律で「二級建築士」とは、都道府県知事の免許を受け、二級建築士の名称を用いて、建築物

に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。 

４ この法律で「木造建築士」とは、都道府県知事の免許を受け、木造建築士の名称を用いて、木造の

建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。 

５～10 〔略〕 

 

（一級建築士でなければできない設計又は工事監理） 

第 ３ 条 左の各号に掲げる建築物（建築基準法第８５条第１項又は第２項に規定する応急仮設建築物

を除く。以下この章中同様とする。）を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計

又は工事監理をしてはならない。 

一 学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場（オーデイトリアムを有しないものを除く。）

又は百貨店の用途に供する建築物で、延べ面積が５００平方メートルをこえるもの 

二 木造の建築物又は建築物の部分で、高さが１３メートル又は軒の高さが９メートルを超えるもの 

三 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロツク造若しくは無筋コンクリ

ート造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が３００平方メートル、高さが１３メートル又は軒

の高さが９メートルをこえるもの 

四 延べ面積が１０００平方メートルをこえ、且つ、階数が２以上の建築物 

２ 建築物を増築し、改築し、又は建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合において

は、当該増築、改築、修繕又は模様替に係る部分を新築するものとみなして前項の規定を適用する。 

（一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理） 

第 ３ 条の２ 前条第１項各号に掲げる建築物以外の建築物で、次の各号に掲げるものを新築する場合

においては、一級建築士又は二級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。 

一 前条第１項第三号に掲げる構造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が３０平方メートルを超

えるもの 

二 延べ面積が１００平方メートル（木造の建築物にあつては、３００平方メートル）を超え、又は

階数が３以上の建築物 

２ 前条第２項の規定は、前項の場合に準用する。 

３ 都道府県は、土地の状況により必要と認める場合においては、第１項の規定にかかわらず、条例で、
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区域又は建築物の用途を限り、同項各号に規定する延べ面積（木造の建築物に係るものを除く。）を

別に定めることができる。 

（一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理） 

第 ３ 条の３ 前条第１項第二号に掲げる建築物以外の木造の建築物で、延べ面積が１００平方メート

ルを超えるものを新築する場合においては、一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければ、そ

の設計又は工事監理をしてはならない。 

２ 第３条第２項及び前条第３項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第３項中

「同項各号に規定する延べ面積（木造の建築物に係るものを除く。）」とあるのは、「次条第１項に

規定する延べ面積」と読み替えるものとする。 

 

（免許の登録） 

第 ５ 条 一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許は、それぞれ一級建築士名簿、二級建築士名

簿又は木造建築士名簿に登録することによつて行う。  

２ 国土交通大臣又は都道府県知事は、一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を与えた

ときは、それぞれ一級建築士免許証又は二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証を交付する。 

３～６ 〔略〕 

 

（その他の業務） 

第２１条 建築士は、設計（第２０条の２第２項又は前条第２項の確認を含む。第２２条及び第２３条

第１項において同じ。）及び工事監理を行うほか、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、

建築物に関する調査又は鑑定及び建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理その

他の業務（木造建築士にあつては、木造の建築物に関する業務に限る。）を行うことができる。ただ

し、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。 

 

（登  録） 

第２３条 一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに

応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関す

る調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理（木造建

築士又は木造建築士を使用する者（木造建築士のほかに、一級建築士又は二級建築士を使用する者を

除く。）にあつては、木造の建築物に関する業務に限る。以下「設計等」という。）を業として行お

うとするときは、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて、その建築士

事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならない。 

２ 前項の登録の有効期間は、登録の日から起算して５年とする。 

３ 第１項の登録の有効期間の満了後、引き続き、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行

おうとする者は、その建築士事務所について更新の登録を受けなければならない。 

 

（名称の使用禁止） 

第３４条 建築士でない者は、建築士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 

２ 二級建築士は、一級建築士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 

３ 木造建築士は、一級建築士若しくは二級建築士又はこれらに紛らわしい名称を用いてはならない。 
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第３８条 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処する。 

一 一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を受けないで、それぞれその業務を行う目的で一

級建築士、二級建築士又は木造建築士の名称を用いた者 

 二～十三 〔略〕 

 

第４１条 次の各号のいずれかに該当する者は、３０万円以下の罰金に処する。 

 一～十七 〔略〕 

十八 第３４条の規定に違反した者（第３８条第一号に該当する者を除く。） 


